
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  役員賞与の取扱い 

Ｑ：役員に対する賞与も損金算入できるよ

うになったそうですが、どのようになったの

ですか？ 

 

Ａ：事前に、所定の時期に確定額を支給す

る旨の届出をしているものについては、損金

の額に算入できるようになりました。 

【解説】 

役員賞与は、会社の利益処分であり、経費

性がないということから、これまで損金に算

入することが認められていませんでした。し

かし、会社法や会計基準において、役員賞与

も報酬の一部であると捉えられることとなっ

たため、税務でも、その取扱いに準じ、一定

の要件を満たす賞与について、損金算入を認

めるということになりました。一定の要件と

は、次の要件をいいます。 

①  所定の時期に確定額を支給する旨の定め

に基いて支給する給与であること 

②  事前に納税地の所轄税務署長にその内容

を届出していること 

 届出の期限は、次の日のうちいずれか早い

日までとされており、届出をしなかった場合

は、原則として、その賞与は損金に算入され

ませんので注意してください。 

①  その賞与に係る職務執行が開始する日    

②  その会計期間開始の日から３月を経過す

る日   

なお、上記の要件を満たす賞与であっても、

他の役員給与と合算して、不相当に高額であ

ると認められる場合には、その金額は、損金

の額に算入することができません。                                                   
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